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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部に演出を表示可能な表示装置を備える遊技機において、
　前記表示部の外周側に位置する第１位置および該第１位置より表示部の中央側に位置す
る第２位置の間を進退移動可能な複数の可動体と、
　前記複数の可動体の少なくとも１つの可動体の外縁により形成されて前後に開口して、
該可動体が第２位置にある状態では表示部の前側に臨む開口部と、
　表示情報を前記表示部に表示させる制御手段とを備え、
　前記表示部には、第２位置に移動した可動体で覆われる第１表示領域と、前記表示部の
外周縁側に位置する第２表示領域とが設定され、前記制御手段は、前記第１表示領域およ
び前記第２表示領域に表示情報を表示させるよう制御可能であり、
　前記複数の可動体が第２位置に移動した場合に、前記第１表示領域が前側から視認不能
に覆われると共に、前記表示部の外周縁部に前記開口部が位置して当該開口部を介して前
記第２表示領域が前側に露出して視認し得るように構成した
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　表示部に演出を表示可能な表示装置を備える遊技機において、
　前記表示部の外周側に位置する第１位置および該第１位置より表示部の中央側に位置す
る第２位置の間を進退移動可能な複数の可動体と、
　前記複数の可動体の少なくとも１つの可動体に形成されて前後に開口して、該可動体が
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第２位置にある状態では表示部の前側に臨む複数の開口部と、
　表示情報を前記表示部に表示させる制御手段とを備え、
　前記表示部には、第２位置に移動した可動体で覆われる第１表示領域と、前記可動体が
第２位置にある状態で前記複数の開口部に臨む複数の第２表示領域とが設定され、
　前記制御手段は、前記複数の可動体が第１位置にある場合に、複数の図柄を前記第１表
示領域に変動表示させると共に、前記複数の可動体が第２位置にある場合には、前記図柄
の変動表示に対応する複数の変動表示情報を、前記複数の第２表示領域に分けて表示させ
る
ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１表示領域に図柄を変動表示させると共に、該図柄の変動表示
に対応する変動表示情報を前記第２表示領域に表示させて、前記可動体が第１位置にある
状態で前記第１表示領域に表示される前記図柄を視認し得ると共に、前記可動体が第２位
置にある状態で前記第２表示領域に表示される前記変動表示情報を視認し得るよう前記表
示部の表示内容を制御し、
　前記開口部は、前記可動体において、第２位置から第１位置へ向かう移動方向の前側に
位置する外縁により形成された請求項１または２記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、表示装置を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、遊技盤の前側に画成した遊技領域の略中央位置に
枠状の枠状装飾部材(所謂センター役物)が配設されており、この枠状装飾部材の開口部を
介して複数の図柄を変動表示して図柄変動演出を行なう液晶式やドラム式等の図柄表示装
置を後方から臨ませると共に、該遊技盤における枠状装飾部材の下方位置に、パチンコ球
(遊技球)の入賞により図柄表示装置での変動を開始させる始動入賞装置や当り時等に開放
する特別入賞装置を配設するよう構成されたものが多数提案されている。この種のパチン
コ機では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘等と
の接触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で前記
始動入賞装置に入賞することにより、所定数の賞球が払い出されると共に、前記図柄表示
装置での図柄変動演出に伴うリーチ演出等の各種の遊技演出がなされ、該図柄表示装置に
図柄が所定の組合わせで停止することにより所謂当りが発生し、前記特別入賞装置が開放
して多数の賞球を獲得し得るよう構成される。
【０００３】
　またパチンコ機では、所要の動作を行なう可動体を備えた可動演出装置を配設し、該可
動体を前記図柄表示装置で行なわれる遊技演出に合わせて動作させることにより、視覚的
な演出効果を向上させ、遊技の興趣を一層増大するようにしたパチンコ機が知られている
(例えば、特許文献１参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１９５８７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記図柄表示装置では、リーチ演出等の各種の遊技演出とは別に、遊技に必要な表示情
報を表示部に表示している。特許文献１のパチンコ機では、図柄表示装置での遊技演出に
合わせて表示部の前側で可動体を動作するものの、遊技に必要な表示情報と関係付けて可
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動体が動作するものではなく、遊技者が遊技に必要な表示情報を見逃してしまい、遊技の
興趣が低下するおそれがある。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、表示装置の表示と可動体の動作とによって遊技の
興趣を向上し得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　表示部(H1)に演出を表示可能な表示装置(H)を備える遊技機において、
　前記表示部(H1)の外周側に位置する第１位置および該第１位置より表示部(H1)の中央側
に位置する第２位置の間を進退移動可能な複数の可動体(43,53,61,71)と、
　前記複数の可動体(43,53,61,71)の少なくとも１つの可動体(61)の外縁により形成され
て前後に開口して、該可動体(61)が第２位置にある状態では表示部(H1)の前側に臨む開口
部(64)と、
　表示情報を前記表示部(H1)に表示させる制御手段とを備え、
　前記表示部(H1)には、第２位置に移動した可動体(43,53,61,71)で覆われる第１表示領
域(H1a)と、前記表示部(H1)の外周縁側に位置する第２表示領域(H1b)とが設定され、前記
制御手段は、前記第１表示領域(H1a)および前記第２表示領域(H1b)に表示情報を表示させ
るよう制御可能であり、
　前記複数の可動体(43,53,61,71)が第２位置に移動した場合に、前記第１表示領域が前
側から視認不能に覆われると共に、前記表示部(H1)の外周縁部に前記開口部(64)が位置し
て当該開口部(64)を介して前記第２表示領域(H1b)が前側に露出して視認し得るように構
成したことを要旨とする。
【０００８】
　請求項１の発明によれば、複数の可動体によって表示装置における表示部の第１表示領
域を覆っても、表示部の第２表示領域での表示を可動体の開口部を介して遊技者に視認さ
せることができる。すなわち、可動体の開口部を介して視認し得る表示を遊技者に注目さ
せることができ、興趣の向上を図り得る。
【０００９】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項２に係る発明は、
　表示部(H1)に演出を表示可能な表示装置(H)を備える遊技機において、
　前記表示部(H1)の外周側に位置する第１位置および該第１位置より表示部(H1)の中央側
に位置する第２位置の間を進退移動可能な複数の可動体(43,53,61,71)と、
　前記複数の可動体(43,53,61,71)の少なくとも１つの可動体(61)に形成されて前後に開
口して、該可動体(61)が第２位置にある状態では表示部(H1)の前側に臨む複数の開口部(6
4)と、
　表示情報を前記表示部(H1)に表示させる制御手段とを備え、
　前記表示部(H1)には、第２位置に移動した可動体(43,53,61,71)で覆われる第１表示領
域(H1a)と、前記可動体(43,53,61,71)が第２位置にある状態で前記複数の開口部(64)に臨
む複数の第２表示領域(H1b)とが設定され、
　前記制御手段は、前記複数の可動体(43,53,61,71)が第１位置にある場合に、複数の図
柄を前記第１表示領域(H1a)に変動表示させると共に、前記複数の可動体(43,53,61,71)が
第２位置にある場合には、前記図柄の変動表示に対応する複数の変動表示情報を、前記複
数の第２表示領域(H1b)に分けて表示させることを要旨とする。
　請求項２の発明によれば、複数の可動体によって表示装置における表示部の第１表示領
域を覆っても、表示部の第２表示領域での表示を可動体の開口部を介して遊技者に視認さ
せることができる。すなわち、可動体の開口部を介して視認し得る表示を遊技者に注目さ
せることができ、興趣の向上を図り得る。
【００１０】
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　請求項３に係る発明では、
　前記制御手段は、前記第１表示領域(H1a)に図柄を変動表示させると共に、該図柄の変
動表示に対応する変動表示情報を前記第２表示領域(H1b)に表示させて、前記可動体(61)
が第１位置にある状態で前記第１表示領域(H1a)に表示される前記図柄を視認し得ると共
に、前記可動体(61)が第２位置にある状態で前記第２表示領域(H1b)に表示される前記変
動表示情報を視認し得るよう前記表示部(H1)の表示内容を制御し、
　前記開口部(64)は、前記可動体(61)において、第２位置から第１位置へ向かう移動方向
の前側に位置する外縁により形成されたことを要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る遊技機によれば、表示部の表示を視認させつつ、可動体でインパクトのあ
る演出を行なうことができ、遊技の興趣を向上し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例のパチンコ機を、遊技盤の遊技領域内を省略して示す正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機を、前枠を開放すると共に遊技盤の遊技領域内を省略して示
す斜視図である。
【図３】第１～第４の各可動演出装置が第１～第４の退避位置に停止した状態で示す遊技
盤の正面図である。
【図４】遊技盤の後側に取付けられる設置部材と、第１～第４の各可動演出装置とを分離
した状態で示す斜視図である。
【図５】(ａ)は、第１～第４の各可動演出装置が第１～第４の退避位置に停止した状態で
示す設置部材の正面図であり、(ｂ)は、図柄表示装置の表示部の構成を示す説明図である
。
【図６】第１～第４の各可動演出装置が第１～第４の延出位置に停止した状態で示す遊技
盤の正面図である。
【図７】第１～第４の各可動演出装置が第１～第４の延出位置に停止した状態で示す設置
部材の正面図である。
【図８】第１～第４の各可動演出装置が第１～第４の延出位置に停止した状態で示す設置
部材の背面図である。
【図９】第１および第２可動演出装置を、第１および第２の退避位置で示す斜視図である
。
【図１０】第１および第２可動演出装置を、第１および第２の延出位置で示す斜視図であ
る。
【図１１】(ａ)は、第３可動演出装置を、第３装飾部材の第３退避位置で示す斜視図であ
り、(ｂ)は、第３可動演出装置を、第３装飾部材の第３延出位置で示す斜視図である。
【図１２】(ａ)は、第４可動演出装置を、第４装飾部材の第４退避位置で示す斜視図であ
り、(ｂ)は、第４可動演出装置を、第４装飾部材の第４延出位置で示す斜視図である。
【図１３】(ａ)は、第１～第４の各可動演出装置が第１～第４の退避位置にある場合の図
柄表示装置の表示部での表示情報の一例を示す説明図であり、(ｂ)は、第１～第４の各可
動演出装置が作動して第１～第４の各装飾部材が第１～第４の延出位置に移動した際に、
作動前の表示部で表示されていた(ａ)で示す表示情報と同じ表示情報が第２表示領域に表
示されることを示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、遊技機としては、一般的なパチンコ機Ｐを例にして説明する。
また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「右」とは、特に断りのない限り
、図１に示すようにパチンコ機Ｐを前側(遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
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【００１４】
(パチンコ機)
　実施例に係るパチンコ機Ｐは、図１および図２に示すように、前後に開口する矩形枠状
に形成されて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠
Ａの開口前面側に、遊技盤Ｄを着脱可能に保持する本体枠としての中枠Ｂが、開閉および
着脱可能に組み付けられている。そして、図３に示すように、遊技盤Ｄの裏側に、所定条
件の成立(後述する第１始動入賞装置１５の始動入賞口１５Ａまたは第２始動入賞装置１
６の始動入賞口１６Ａへのパチンコ球(遊技球)の入賞)を契機として演出用の図柄(以下飾
図という)を変動表示させて図柄変動演出を行なう演出実行手段としての図柄表示装置Ｈ
が着脱可能に配設されている。また、中枠Ｂの前面側には、遊技盤Ｄを透視保護するガラ
ス板や透明な合成樹脂材により形成された透視板２３で前後に開口する窓部２６を覆うよ
う構成された装飾枠としての前枠Ｃが開閉可能に組み付けられると共に、該前枠Ｃの下部
前側に、パチンコ球を貯留する上球皿Ｅおよび下球皿Ｆが組み付けられており、前枠Ｃの
開閉に合わせて上球皿Ｅおよび下球皿Ｆも一体的に開閉するよう構成される。前枠Ｃには
、図１に示すように、窓部２６の外周を囲繞するようランプ装置２４が配設されると共に
、該前枠Ｃの上部左右に、音声や効果音を出力可能なスピーカ２５が配設されている。す
なわち、ランプ装置２４に設けられたＬＥＤ等の発光体(図示せず)を点灯・点滅したり、
スピーカ２５から適宜の音声を出力することで、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１での図柄変
動演出に合わせて発光演出や音声演出を行い得るよう構成されている。
【００１５】
　また、図１および図２に示すように、前記中枠Ｂの右下方位置には、該中枠Ｂに配設さ
れた打球発射装置Ｊを作動する操作ハンドルＧが設けられており、該操作ハンドルＧの回
転操作により打球発射装置Ｊが作動されることで、上球皿Ｅに貯留されたパチンコ球が所
定間隔で１球ずつ前記遊技盤Ｄに向けて連続的に発射されるようになっている。なお実施
例では、図柄表示装置Ｈとして、各種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容し
た液晶表示装置が採用されるが、これに限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置
やドットマトリックス式の図柄表示装置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公
知の各種の表示装置も採用可能である。また、上球皿Ｅは、前枠Ｃと別体に形成して中枠
Ｂに対して開閉可能に組み付けるようにしてもよい。
【００１６】
(遊技盤)
　前記遊技盤Ｄは、図２および図３に示すように、アクリルやポリカーボネート等の光透
過性の合成樹脂製板やベニア等の木製合板を材質とし、中枠Ｂに設けた遊技盤保持部Ｂ１
の内縁形状に整合する外縁形成された略矩形の平板状に形成され、その前側には遊技領域
１０が設けられると共に、その後側には設置部材３０(図４参照)が配設されている。遊技
盤Ｄの前側には、左下部から右上部にかけて円弧状に延在する外レール１１と、この外レ
ール１１の内側に中央下部から左上部にかけて並べて配置された内レール１２と、外レー
ル１１の右上部から内レール１２の下部までの間に右方へ凹む湾曲形状に構成された盤面
飾り部材１３等が配設されており、両レール１１,１２および盤面飾り部材１３で囲まれ
た内側が遊技領域１０として構成されている。これにより、打球発射装置Ｊから発射され
たパチンコ球は、外レール１１と内レール１２との間を通って遊技領域１０の左上部に打
ち出された後、該遊技領域１０内を流下する。
【００１７】
　前記遊技盤Ｄには、中央に大きな貫通口が形成され、図３に示すように、前後に開口し
て遊技演出領域とされる表示窓口２０Ａが形成されたセンター役とも称される枠状装飾部
材２０が、該貫通口の開口縁に配設されている。この枠状装飾部材２０には、設置部材３
０の後側に着脱可能に配設された図柄表示装置Ｈ(図４では図示省略)の表示部Ｈ１で演出
表示される遊技内容に合わせた装飾が施されている。そして、枠状装飾部材２０の表示窓
口２０Ａには、設置部材３０に配設された図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１や、該設置部材３
０の前側に配設される後述の第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４や、その
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他の演出装置および装飾部品等が臨んでいる。また、枠状装飾部材２０の表示窓口２０Ａ
に臨む下側部分には、透明な部材から形成された透明保護部材２７が配設されている。こ
の透明保護部材２７は、枠状装飾部材２０の左部に形成された球通入口２０Ｂから該枠状
装飾部材２０の表示窓口２０Ａ内へ入ったパチンコ球が、該枠状装飾部材２０の後方へ落
下するのを防止する。また、透明保護部材２７は、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１の下部と
前後に重なっているが、透明部材であるから表示部Ｈ１の透視を阻害せず、該表示部Ｈ１
における表示演出内容を適切に視認し得る。なお、枠状装飾部材２０と盤面飾り部材１３
との間には、パチンコ球の流下が可能な流下経路１４が形成されている。
【００１８】
　また、前記遊技盤Ｄは、図３に示すように、貫通口の真下に第１始動入賞装置１５が配
設されると共に該貫通孔の右下縁部(枠状装飾部材２０の右下部)に第２始動入賞装置１６
が配設され、枠状装飾部材２０の右下部に特別入賞装置２１が配設され、更に第１始動入
賞装置１５の左側に普通入賞装置１７が配設されている。すなわち特別入賞装置２１は、
枠状装飾部材２０の右側に形成された流下経路１４の下方に位置している。そして、遊技
盤Ｄの遊技領域１０内には、多数の球案内釘１８および回転球案内具１９等が配設されて
いる。
【００１９】
(始動入賞装置)
　図３に示すように、前記第１始動入賞装置１５は、遊技領域１０内で常に上方へ開口す
る常時開放タイプの第１始動入賞口１５Ａを備えている。また、前記第２始動入賞装置１
６は、所定の駆動手段により第２始動入賞口１６Ａを開閉可能に構成された開閉部材１６
Ｂが設けられており、該開閉部材１６Ｂが第２始動入賞口１６Ａを閉鎖する閉鎖位置と開
放する開放位置に変位するよう構成されている。すなわち、第１始動入賞口１５Ａは、遊
技領域１０を流下するパチンコ球が常時一定の確率で入賞可能に構成され、第２始動入賞
口１６Ａは、流下経路１４に配設された球通過ゲート２２をパチンコ球が通過したことを
条件として実施される普図当り判定(普図当り抽選)の結果に応じて開閉部材１６Ｂが開閉
することで、パチンコ球の入賞確率を可変し得るよう構成されている。そして、第１始動
入賞装置１５には第１始動入賞口１５Ａに入賞したパチンコ球を検出する始動入賞センサ
が配設されると共に、第２始動入賞装置１６には第２始動入賞口１６Ａに入賞したパチン
コ球を検出する始動入賞センサが配設されており、該始動入賞センサによる球検出信号が
主制御基板に入力される。そして、各始動入賞センサによるパチンコ球の検出(すなわち
第１および第２始動入賞口１５Ａ,１６Ａへのパチンコ球の入賞)を契機として、所定数の
パチンコ球が賞球として払い出されるようになっている。
【００２０】
(特別入賞装置)
　前記特別入賞装置２１は、図３に示すように、遊技領域１０に開口する特別入賞口２１
Ａを開閉自在に閉成する開閉扉２１Ｂを備えており、駆動手段の駆動に伴って開閉扉２１
Ｂが閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構成されている。また、特別入
賞装置２１には、前記特別入賞口２１Ａに入賞したパチンコ球を検出する特別入賞センサ
が設けられており、該特別入賞センサからの球検出信号が主制御基板へ入力される。そし
て、主制御基板において大当り判定結果が肯定の場合には、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１
において、統括制御基板において決定された変動パターン応じて実行された図柄変動演出
の終了後に、遊技者に有利な遊技として特別入賞装置２１の開閉扉２１Ｂが開放制御され
、特別入賞口２１Ａに対して多数のパチンコ球が入賞可能となる。
【００２１】
(設置部材)
　前記設置部材３０は、図４および図８に示すように、前方に開放する略矩形のバケット
状に一体成された合成樹脂製の部材であって、前側の開放端を遊技盤Ｄの後面に突き合わ
せて該遊技盤Ｄに取り付けられる。この設置部材３０は、遊技盤Ｄの後面に対して後方か
ら所要の間隔で対向して該遊技盤Ｄの後面を構成する設置壁部３１と、該設置壁部３１の
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周縁から前方へ延出形成された外周壁部３２と、該外周壁部３２の前端から外方に向けて
屈曲形成された縁板部３３等を備えている。すなわち設置部材３０は、外周壁部３２で囲
われて遊技盤Ｄ側に開放する前部開口が矩形状に形成されると共に、縁板部３３の外周縁
が、遊技盤Ｄの外周縁より一回り小さい形状および大きさで形成されている。そして、設
置壁部３１には、図４および図６に示すように、前後に貫通する表示開口３５が形成され
ており、該設置壁部３１の後側には、前記表示部Ｈ１を臨ませた状態で図柄表示装置Ｈが
着脱可能に取り付けられる(図４では、図柄表示装置は図示省略してある)。このような設
置部材３０は、縁板部３３を遊技盤Ｄの後面にネジ止めすることで該遊技盤Ｄに固定され
、遊技盤Ｄの後面から離間した設置壁部３１の前側に、第１～第４の可動演出装置Ｍ１,
Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４や、その他の装飾部材および各種部材の配設を可能とする空間３４を画成
する。そして設置壁部３１は、表示開口３５の左方に位置する左板部３６、表示開口３５
の右方に位置する右板部３７、表示開口３５の下方に位置する下板部３８および上方に位
置する上板部３９から構成されている。
【００２２】
(図柄表示装置)
　図柄表示装置Ｈは、各種図柄を表示可能な表示部Ｈ１をなす液晶パネルが収容ケースに
収容されたユニット部材であって、該収容ケースの後面には、該図柄表示装置Ｈの表示部
Ｈ１の表示制御を行なう表示制御装置(図示せず)と、当該パチンコ機Ｐの遊技演出を統括
的に制御する統括制御基板が収容された前記統括制御装置が配設される。図柄表示装置Ｈ
の表示部Ｈ１には、飾図を変動表示可能な図柄列が複数列(例えば３列)設定されており、
第１始動入賞口１５Ａまたは第２始動入賞口１６Ａへの入賞を契機として、各図柄列の飾
図が変動開始されると共に背景画像等が表示され、選択された図柄変動演出(リーチ演出
や外れ演出等)を行なった後に、予め決定された最終停止図柄を、入賞ライン上に停止表
示するようになっている。そして、実施例の図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１が、図５(ａ)お
よび図５(ｂ)に示すように、該表示部Ｈ１の略全体を閉める第１表示領域Ｈ１ａと、該表
示部Ｈ１の中央下部に、左右に離間して設定された２つの第２表示領域Ｈ１ｂ,Ｈ１ｂと
に区分されている。これら第２表示領域Ｈ１ｂ,Ｈ１ｂは、図６および図７に示すと共に
後述するように、第３可動演出装置Ｍ３の作動により該第３可動演出装置Ｍ３の第３装飾
部材６１が表示部Ｈ１の下方から上昇移動して該表示部Ｈ１の前側に位置した際に、第３
装飾部材６１に設けられた２つの開口部６４,６４を介して視認される位置に設定されて
いる。
【００２３】
(主制御基板について)
　当該パチンコ機Ｐの遊技を総合的に制御する前記主制御基板は、設置部材３０における
設置壁部３１の裏側下部(図柄表示装置Ｈの配設位置の下側)に、基板ケースに収容されて
配設されている。主制御基板は、制御動作を所定の手順で実行することができるメイン制
御ＣＰＵ、メイン制御ＣＰＵの制御プログラムを格納するメイン制御ＲＯＭおよび必要な
データの書き込みおよび読み出しができるメイン制御ＲＡＭを備えている。
【００２４】
　前記主制御基板は、大当り判定用乱数、大当り図柄用乱数、変動パターン振分用乱数、
普図当り判定用乱数等の各種乱数の値を所定の周期毎に更新し、更新後の値をメイン制御
ＲＡＭの設定領域に記憶(設定)することで更新前の値を書き換えており、乱数更新処理(
乱数生成処理)を実行するようになっている。例えば、主制御基板では、第１始動入賞装
置１５または第２始動入賞装置１６の始動入賞検出センサから検出信号が入力されると、
メイン制御ＣＰＵがメイン制御ＲＯＭから大当り判定用乱数を取得し、この大当り判定用
乱数とメイン制御ＲＯＭに記憶されている大当り判定値とを比較し、大当りとするか否か
の大当り判定(大当り抽選)を行なう。また主制御基板では、大当り判定の結果が肯定の場
合には、大当り演出のみが含まれる変動パターンテーブルから大当り演出用の変動パター
ンを決定する。これに対して、大当り判定の結果が否定の場合には、はずれ演出のみが含
まれる変動パターンテーブルからはずれ演出用の変動パターンを決定する。大当り演出用
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およびはずれ演出用の変動パターンの決定は、大当り判定と同様に、メイン制御ＣＰＵが
メイン制御ＲＯＭから取得した乱数により行なう。なお、変動パターンテーブルから決定
される大当り演出およびはずれ演出の変動パターンは、少なくとも図柄変動ゲームの変動
時間および演出内容を特定するものである。そして、パチンコ機Ｐでは、主制御基板の大
当り判定の結果に応じて出力された統括制御基板の制御信号に基づいて、図柄表示装置Ｈ
に所定の演出表示を行なわせると共に、主制御基板の制御により出力された球払出しに係
る制御信号に基づいて、図示しない球払出し装置によって所定数の賞球が払い出される。
また、パチンコ機Ｐでは、統括制御基板の制御信号に基づいて、可動演出装置Ｍを作動さ
せるよう構成される。
【００２５】
(統括制御基板について)
　前記統括制御基板には、統括制御ＣＰＵが備えられると共に、該統括制御ＣＰＵには、
統括制御ＲＯＭおよび統括制御ＲＡＭが接続されている。また、統括制御ＣＰＵは、実行
可否判定用乱数や動作演出パターン抽選用乱数等の各種乱数の値を所定の周期毎に更新し
、更新後の値を統括制御ＲＡＭの設定領域に記憶(設定)して更新前の値を書き換えている
。更に、統括制御ＲＯＭには、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１における演出内容を制御する
表示制御基板、ランプ装置２４を制御するランプ制御基板、スピーカ２５を制御する音制
御基板等を統括的に制御するための統括制御プログラムや、可動演出装置Ｍを作動制御す
る制御プログラム等が記憶されている。
【００２６】
　前記統括制御ＣＰＵは、各種制御コマンドを入力すると、統括制御プログラムに基づき
各種制御を実行する。例えば、統括制御基板では、主制御基板のメイン制御ＣＰＵから変
動パターン指定コマンドが入力されると、統括制御ＣＰＵが統括制御ＲＯＭから実行可否
判定用乱数を取得し、この実行可否判定用乱数と統括制御ＲＯＭに記憶されている実行可
否判定値とを比較し、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の可動体演出を
実行するか否かの実行可否判定を行なう。この可動体演出は、第１～第４の各可動演出装
置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４のうちの何れか１つを動作させる演出パターン、何れか２つを動
作させる演出パターン、何れか３つを動作させる演出パターン、４つの全てを動作させる
演出パターンがある。そして、統括制御基板は、実行可否判定の結果が肯定の場合におい
て、第１～第４の可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の全てを動作させる演出パターンを
決定した場合、すなわち第１表示領域Ｈ１ａが第１～第４の可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３
,Ｍ４で前側から視認不能に覆われた場合には、第３可動演出装置Ｍ３の第３装飾部材６
１に設けられた各開口部６４,６４を介して前側から視認される各第２表示領域Ｈ１ｂ,Ｈ
１ｂに、各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の可動前に第１表示領域Ｈ１で表示されて
いた表示情報と同じ表示情報を表示するようになっている(図１３参照)。
【００２７】
(可動演出装置)
　次に、前記設置部材３０の設置壁部３１の前面に固定され、枠状装飾部材２０の表示窓
口２０Ａ内に視認可能に配設された第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４に
ついて説明する。図４および図５に示すように、設置壁部３１の左板部３６の前側に第１
可動演出装置Ｍ１が配設され、設置壁部３１の右板部３７の前側に第２可動演出装置Ｍ２
が配設されている。また、設置壁部３１の下板部３８の前側に第３可動演出装置Ｍ３が配
設され、設置壁部３１の上板部３９の前側に第４可動演出装置Ｍ４が配設されている。す
なわち、図柄表示装置Ｈの矩形をなす表示部Ｈ１を左縁、右縁、上縁および下縁の四方を
囲むように各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４が配設されている。
【００２８】
(第１可動演出装置)
　前記第１可動演出装置Ｍ１は、図９および図１０に示すように、上下に分割された第１
上ユニット４０および第１下ユニット４１から構成されている。各ユニット４０,４１は
、各構成部材の形状や配設位置に多少の違いはあるが基本的な構成は同じであって、設置
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壁部３１の左板部３６の前側に固定される第１ベース部材４２と、第１ベース部材４２の
前面に左右方向へスライド移動可能に配設された第１装飾部材(可動体)４３と、第１ベー
ス部材４２に配設されて、第１装飾部材４３を左右にスライド移動させる第１作動機構４
４とを備えている。第１ベース部材４２には、僅かに右上がりに延在形成された上下一対
の第１ガイド溝４５,４５が形成されていると共に、第１装飾部材４３は、各第１ガイド
溝４５,４５にスライド可能に係合するスライド部(図示せず)を備えており、該スライド
部が第１ガイド溝４５,４５に沿って移動することで、第１装飾部材４３は、第１ベース
部材４２の前側となる第１退避位置(第１位置)(図９の状態)および該第１ベース部材４２
から右方へ延出した第１延出位置(第２位置)(図１０の状態)の間をスライド移動可能に配
設されている。第１作動機構４４は、駆動手段としての第１駆動モータ４４Ａと、該第１
駆動モータ４４Ａと第１装飾部材４３とを連係する第１ギアボックス４４Ｂとからなり、
該第１駆動モータ４４Ａの正逆駆動により、第１装飾部材４３が第１退避位置と第１延出
位置との間をスライド移動するようになっている。
【００２９】
　前述のように構成された第１可動演出装置Ｍ１は、図４および図５に示すように、設置
部材３０の設置壁部３１における左板部３６の前側に第１ベース部材４２をネジ等で固定
することで、表示開口３５の左縁に臨むように配設される。そして、各第１装飾部材４３
,４３は、第１退避位置に停止保持された状態では表示開口３５の左方へ退避して該表示
開口３５の左縁に沿うように位置し(図５)、第１延出位置に移動すると表示開口３５の左
開口領域へ延出するようになり(図７)、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１における左側の約１
／４の領域を上下に亘って覆い隠すようになっている。
【００３０】
(第２可動演出装置)
　前記第２可動演出装置Ｍ２は、図９および図１０に示すように、上下に分割された第２
上ユニット５０および第２下ユニット５１から構成されている。各ユニット５０,５１は
、各構成部材の形状や配設位置に多少の違いはあるが基本的な構成は同じであって、設置
壁部３１の右板部３７の前側に固定される第２ベース部材５２と、第２ベース部材５２の
前面に左右方向へスライド移動可能に配設された第２装飾部材(可動体)５３と、第２ベー
ス部材５２に配設されて、第２装飾部材５３を左右にスライド移動させる第２作動機構５
４とを備えている。第２ベース部材５２には、僅かに左下がりに延在形成された上下一対
の第２ガイド溝５５,５５が形成されていると共に、第２装飾部材５３は、各第２ガイド
溝５５,５５にスライド可能に係合するスライド部(図示せず)を備えており、該スライド
部が第２ガイド溝５５,５５に沿って移動することで、第２装飾部材５３は、第２ベース
部材５２の前側となる第２退避位置(第１位置)(図９の状態)および該第２ベース部材５２
から左方へ延出した第２延出位置(第２位置)(図１０の状態)の間をスライド移動可能に配
設されている。第２作動機構５４は、駆動手段としての第２駆動モータ５４Ａと、該第２
駆動モータ５４Ａと第２装飾部材５３とを連係する第２ギアボックス５４Ｂとからなり、
該第２駆動モータ５４Ａの正逆駆動により、第２装飾部材５３が第２退避位置と第２延出
位置との間をスライド移動するようになっている。
【００３１】
　前述のように構成された第２可動演出装置Ｍ２は、図４および図５に示すように、設置
部材３０の設置壁部３１における右板部３７の前側に第２ベース部材５２をネジ等で固定
することで、表示開口３５の右縁に臨むように配設される。そして、各第２装飾部材５３
,５３は、第２退避位置に停止保持された状態では表示開口３５の右方へ退避して該表示
開口３５の右縁に沿うように位置し(図５)、第２延出位置に移動すると表示開口３５の右
開口領域へ延出するようになり(図７)、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１における右側の約１
／４の領域を上下に亘って覆い隠すようになっている。
【００３２】
(第３可動演出装置)
　前記第３可動演出装置Ｍ３は、図１１に示すように、設置壁部３１の下板部３８の前側
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に固定される第３ベース部材６０と、第３ベース部材６０の前面に上下方向へ昇降移動可
能に配設された第３装飾部材(可動体)６１と、第３ベース部材６０に配設されて、第３装
飾部材６１を上下にスライド移動させる第３作動機構６２とを備えている。第３ベース部
材６０には、上下に延在する左右一対の第３ガイド部材６３,６３における固定ガイド部
が左右に離間して固定されると共に、該第３装飾部材６１には、該第３ガイド部材６３,
６３における移動ガイド部(図示せず)が左右に離間して固定されている。これにより、第
３装飾部材６１は、各移動ガイド部が各固定ガイド部に沿って昇降移動することで、第３
ベース部材６０の前側となる第３退避位置(第１位置)(図１１(ａ)の状態)および該第３ベ
ース部材６０から上方へ延出した第３延出位置(第２位置)(図１１(ｂ)の状態)の間を昇降
移動可能に配設されている。第３作動機構６２は、図１１(ｂ)に示すように、駆動手段と
しての第３駆動モータ６２Ａと、該第３駆動モータ６２Ａと第３装飾部材６１とを連係す
る複数のギア６２Ｂやカム機構６２Ｃからなり、該第３駆動モータ６２Ａの正逆駆動によ
り、第３装飾部材６１が第３退避位置と第３延出位置との間をスライド移動するようにな
っている。
【００３３】
　前述のように構成された第３可動演出装置Ｍ３は、図４および図５に示すように、設置
部材３０の設置壁部３１における下板部３８の前側に第３ベース部材６０をネジ等で固定
することで、表示開口３５の下縁に臨むように配設される。そして、第３装飾部材６１は
、第３退避位置に停止保持された状態では表示開口３５の下方へ退避して該表示開口３５
の下縁に沿うように位置し(図５)、第３延出位置へ上昇すると、表示開口３５において、
前記第１可動演出装置Ｍ１の第１装飾部材４３および第２可動演出装置Ｍ２の第２装飾部
材５３により覆い隠されない中央下側開口領域へ延出するようになり(図７)、図柄表示装
置Ｈの表示部Ｈ１における中央下側の領域を覆い隠すようになっている。
【００３４】
　そして、第３可動演出装置Ｍ３の第３装飾部材６１は、図７および図１１に示すように
、該第３装飾部材６１の下縁に、前後に開口する２つの開口部６４,６４が左右に離間し
て形成されている。ここで、実施例では、各開口部６４,６４が左右対称形状に形成され
ている。また、各開口部６４,６４は、第３延出位置から第３退避位置に向かう側、すな
わち第３装飾部材６１の下縁に開口するように形成されている。そして、第３装飾部材６
１が第３延出位置まで上昇した際には、図７に示すように、各開口部６４,６４が表示開
口３５の開口領域内に位置して、表示部Ｈ１の前述した各第２表示領域Ｈ１ｂ,Ｈ１ｂに
臨むように構成されている。すなわち、第３可動演出装置Ｍ３の第３装飾部材６１が第３
延出位置に上昇した際には、各開口部６４,６４を介して、表示部Ｈ１の第２表示領域Ｈ
１ｂ,Ｈ１ｂが前側に露出して、該第２表示領域Ｈ１ｂ,Ｈ１ｂに表示される表示情報が、
枠状装飾部材２０の表示窓口２０Ａを介して遊技盤Ｄの前側から視認し得るように構成さ
れている。
【００３５】
　また、第３装飾部材６１に設けた左の開口部６４は、第３ベース部材６０に配設した第
３駆動モータ６２Ａの真上に位置すると共に、左縁部６０Ａおよび右縁部６０Ｂが略垂直
かつ略平行となるように形成され、該開口部６４の左右開口幅は、該第３駆動モータ６２
Ａの左右幅より大きく設定されている。更に、左の開口部６４の上縁部６０Ｃは、第３駆
動モータ６２Ａの外面形状に合わせて上方へ凸となる湾曲形状に形成されている。これに
より、第３装飾部材６１が第３延出位置から第３退避位置に下降移動する際には、該第３
装飾部材６１と第３駆動モータ６２Ａとの接触が回避されると共に、該第３装飾部材６１
が第３退避位置となった場合は、第３駆動モータ６２Ａが左の開口部６４内に位置するよ
う構成されている。
【００３６】
(第４可動演出装置)
　前記第４可動演出装置Ｍ４は、図１２に示すように、設置壁部３１の上板部３９の前側
に固定される第４ベース部材７０と、第４ベース部材７０の前面に上下方向へ昇降移動可
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能に配設された第４装飾部材(可動体)７１と、第４ベース部材７０に配設されて、第４装
飾部材７１を上下にスライド移動させる第４作動機構７２とを備えている。第４ベース部
材７０には、上下に延在する左右一対の第４ガイド部材７３,７３における固定ガイド部
が左右に離間して固定されると共に、該第４装飾部材７１には、該第４ガイド部材７３,
７３における移動ガイド部(図示せず)が左右に離間して固定され、各移動ガイド部が各固
定ガイド部に沿って移動することで、第４装飾部材７１は、第３ベース部材６０の前側と
なる第４退避位置(第１位置)(図１２(ａ)の状態)および該第４ベース部材７０から下方へ
延出した第４延出位置(第２位置)(図１２(ｂ)の状態)の間を昇降移動可能に配設されてい
る。第４作動機構７２は、図１２(ｂ)に示すように、駆動手段としての第４駆動モータ７
２Ａと、該第４駆動モータ７２Ａと第４装飾部材７１とを連係する複数のギア７２Ｂやカ
ム機構７２Ｃからなり、該第４駆動モータ７２Ａの正逆駆動により、第４装飾部材７１が
第４退避位置と第４延出位置との間をスライド移動するようになっている。なお、第４装
飾部材７１は、前後に並ぶ３つの装飾体(前装飾体７１Ａ、中装飾体７１Ｂ、後装飾体７
１Ｃ)から構成されており、第４退避位置においては各装飾体７１Ａ,７１Ｂ,７１Ｃが前
後に並んで重なり、第４延出位置においては、下から前装飾体７１Ａ、中装飾体７１Ｂ、
後装飾体７１Ｃの順で上下にずれて広がるように構成されている。
【００３７】
　前述のように構成された第４可動演出装置Ｍ４は、図４および図５に示すように、設置
部材３０の設置壁部３１における上板部３９の前側に第４ベース部材７０をネジ等で固定
することで、表示開口３５の上縁に臨むように配設される。そして、第４装飾部材７１は
、第４退避位置に停止保持された状態では表示開口３５の上方へ退避して該表示開口３５
の上縁に沿うように位置し(図５)、第４延出位置へ下降すると、表示開口３５において、
前記第１～第３の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３の第１～第３の各装飾部材４３,５３,６
１により覆い隠されない中央上側開口領域へ延出するようになり(図７)、図柄表示装置Ｈ
の表示部Ｈ１における中央上側の領域を覆い隠すようになっている。
【００３８】
　なお、第４可動演出装置Ｍ４の第４装飾部材７１における中装飾体７１Ｂおよび後装飾
体７１Ｃは、第１および第２の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２の第１および第２の各装飾部材
４３,５３より前側に位置するように配設されていると共に、該第４装飾部材７１におけ
る前装飾体７１Ａは、第３可動演出装置Ｍ３の第３装飾部材６１より前側に位置するよう
に配設されている。従って、第４延出位置へ下降した第４装飾部材７１の中装飾体７１Ｂ
および後装飾体７１Ｃは、図６および図７に示すように、第１延出位置に移動した第１装
飾部材４３の前側に位置すると共に第２延出位置に移動した第２装飾部材５３の前側に位
置し、該第４装飾部材７１の前装飾体７１Ａは、第３延出位置に移動した第３装飾部材６
１の前側に位置する。そして、第４装飾部材７１の中装飾体７１Ｂおよび後装飾体７１Ｃ
の左右幅は、第１延出位置に移動した第１装飾部材４３の右端と第２延出位置に移動した
第２装飾部材５３の左端との間における左右間隔より大きく、図６および図７に示すよう
に、該中装飾体７１Ｂおよび後装飾体７１Ｃの左部と第１装飾部材４３とが前後にオーバ
ーラップすると共に、該中装飾体７１Ｂおよび後装飾体７１Ｃの右部と第２装飾部材５３
とが前後にオーバーラップする関係になっている。また、第４装飾部材７１の前装飾体７
１Ａの下部と、第４延出位置において、第３延出位置の第３装飾部材６１の上部とが前後
にオーバーラップする関係になっている。
【００３９】
　前述のように構成された実施例のパチンコ機Ｐは、図５に示すように、第１～第４の各
可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４が各々第１～第４の各退避位置にある場合には、各可
動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４が表示開口３５の外側へ退避し、これにより図３に示す
ように、遊技盤Ｄの枠状装飾部材２０の表示窓口２０Ａから退避して、遊技盤Ｄの前側か
ら殆ど視認されなくなる。従って、図柄表示装置Ｈにおける表示窓口２０Ａに臨んだ表示
部Ｈ１は、第１表示領域Ｈ１ａおよび第２表示領域Ｈ１ｂの全体が遊技盤Ｄの前側から視
認可能となり、該表示部Ｈ１において行なわれる図柄変動演出や背景画面等の表示情報が
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良好に視認可能となる。
【００４０】
　一方、実施例のパチンコ機Ｐは、統括制御基板における可動体演出の実行可否判定によ
り、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の全てを作動させることが決定さ
れると、図７および図８に示すように、該統括制御基板は第１～第４の各可動演出装置Ｍ
１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４を各々第１～第４延出位置へ移動させ、各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ
３,Ｍ４を表示開口３５の前側に位置させる。これにより図６に示すように、各可動演出
装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４は、遊技盤Ｄの枠状装飾部材２０の表示窓口２０Ａ内に位置す
るようになり、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１の略全面が前側から覆われる。すなわち、実
施例のパチンコ機Ｐは、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４が第１～第４
の各延出位置へ移動すると、図側表示装置Ｈの表示部Ｈ１における第１表示領域Ｈ１ａの
全体が覆われて遊技盤Ｄの前側から該第１表示領域Ｈ１ａの表示情報を視認不能とし、第
３可動演出装置Ｍ３の第３装飾部材６１に設けられた各開口部６４,６４に臨む各第２表
示領域Ｈ１ｂ,Ｈ１ｂに表示される表示情報だけが遊技盤Ｄの前側から視認可能となるよ
う構成されている。
【００４１】
　そして、統括制御基板は、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４が各々第
１～第４延出位置へ移動する演出パターンを実行する場合に、各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,
Ｍ３,Ｍ４の作動直前に表示部Ｈ１の第１表示領域Ｈ１ａに表示されていた表示演出内容
を、各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の作動完了時に、各第２表示領域Ｈ１ｂに表示
させるようになっている。すなわち、統括制御基板は、図１３に概略的に例示するように
、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の作動前の第１表示領域Ｈ１ａが視
認可能な状態において、該第１表示領域Ｈ１ａの全体に表示していた３列の各図柄列の図
柄変動演出の表示情報(図１３(ａ))を、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ
４の作動後に第２表示領域Ｈ１ｂ,Ｈ１ｂにそのまま小さく表示する(図１３(ｂ))。
【００４２】
　また、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４における第１～第４の各装飾
部材４３,５３,６１,７１は、各々の前面が所要の意匠形状に形成されると共にメッキ等
の表面処理が施されており、第１～第４の各装飾部材４３,５３,６１,７１が各々第１～
第４の延出位置にある場合には、図６および図７に示すように、各装飾部材４３,５３,６
１,７１の前面が上下および左右に連なって１つの大きな意匠形状を形成するようになっ
ている。すなわち、第１可動演出装置Ｍ１の第１装飾部材４３および第３、第４可動演出
装置Ｍ３,Ｍ４の第３、第４装飾部材６１,７１が左右方向で近接して互いの前面が連なっ
た状態となり、第２可動演出装置Ｍ２の第２装飾部材５３および第３、第４可動演出装置
Ｍ３,Ｍ４の第３、第４装飾部材６１,７１が左右方向で近接して互いの前面が連なった状
態となると共に、第３可動演出装置Ｍ３の第３装飾部材６１と第４可動演出装置Ｍ４の第
４装飾部材７１とが上下方向で近接して互いの前面が連なった状態となる。従って、第１
～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の第１～第４の各装飾部材４３,５３,６１,
７１が各々第１～第４の延出位置に移動した際には、表示部Ｈ１の略全体を覆う意匠面が
形成されて、インパクトのある演出を行なうことが可能であり、遊技者に有利な特定条件
(大当り)の成立に対する期待度を高めることが可能となっている。
【００４３】
(実施例の作用)
　前述のように構成された実施例のパチンコ機Ｐでは、遊技盤Ｄの遊技領域１０へ打ち出
されたパチンコ球が第１始動入賞装置１５の第１始動入賞口１５Ａまたは第２始動入賞装
置１６の第２始動入賞口１６Ａに入賞して、該第１始動入賞装置１５または第２始動入賞
装置１６に配設された球検知スイッチによる球検知信号を主制御基板が受けると、該主制
御基板は、大当り抽選を行なうと共に、大当り抽選の結果に基づく所定の制御信号を統括
制御基板に出力する。統括制御基板では、主制御基板からの制御信号に基づき、図柄表示
装置Ｈの表示部Ｈ１において図柄変動演出を行なわせる。なお主制御基板は、大当り抽選
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の結果として大当りが発生した場合には、統括制御基板により図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ
１において所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されると、特別入賞装置２１の開閉扉２
１Ｂを開放動作させて特別入賞口２１Ａを開放させる。
【００４４】
　そして、統括制御基板は、可動体演出の実行可否判定の結果により、第１～第４の各可
動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の全てを作動させないことが決定された場合には、該第
１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の第１～第４の各装飾部材４３,５３,６
１,７１を第１～第４の各々の退避位置(図３、図５、図１３(ａ))に停止させたもとで、
図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１における第１表示領域Ｈ１ａの全体で所定の表示演出を行な
う。
【００４５】
　また、統括制御基板は、可動体演出の実行可否判定の結果により、第１～第４の各可動
演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の全てを作動させることが決定された場合には、該第１～
第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４を所定のタイミングで作動させて、第１～第
４の各装飾部材４３,５３,６１,７１を第１～第４の各々の退避位置から第１～第４の各
々の延出位置(図６、図７)へ移動させる。そして、統括制御基板は、少なくとも第１～第
４の各装飾部材４３,５３,６１,７１が第１～第４の各々の延出位置へ移動完了した時点
で、第３装飾部材６１の各開口部６４,６４に臨む第２表示領域Ｈ１ｂに、第１～第４の
各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の作動直前に第１表示領域Ｈ１ａに表示していた表
示情報と同じ表示情報を表示するように図柄表示装置Ｈを制御する。
【００４６】
　従って、実施例のパチンコ機Ｐによれば、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３
,Ｍ４によって図柄表示装置Ｈにおける表示部Ｈ１の略全体を覆っても、各可動演出装置
Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の作動前に該表示部Ｈ１の第１表示領域Ｈ１ａで表示していた表示
情報を、第３可動演出装置Ｍ３の第３装飾部材６１に設けた各開口部６４,６４を介して
遊技者に視認させることができる。そして、第３可動演出装置Ｍ３に設けられた各開口部
６４,６４を介して視認し得る第２表示領域Ｈ１ｂ,Ｈ１ｂ表示情報を遊技者に注目させる
ことができ、遊技の興趣の向上を図り得る。
【００４７】
また、第３可動演出装置Ｍ３の第３装飾部材６１に設けられた左の開口部６４を、該第３
可動演出装置Ｍ３の第３退避位置において、第３駆動モータ６２Ａを収容可能なスペース
として兼用するよう構成したので、該第３駆動モータ６２Ａと第３装飾部材６１との干渉
を回避するための専用の部分を別途設ける必要がなくなり、該第３可動演出装置Ｍ３の構
成を簡略化することができる。また、第３退避位置と第３延出位置との間を昇降移動する
第３装飾部材６１の移動経路上に第３駆動モータ６２Ａを配設することが可能となるので
、該第３駆動モータ６２Ａや第３装飾部材６１の配設位置等の設計の自由度を高めること
ができる。
【００４８】
　また、実施例のパチンコ機Ｐでは、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４
の第１～第４の各装飾部材４３,５３,６１,７１が第１～第４の各延出位置にある場合に
は、該第１～第４の各装飾部材４３,５３,６１,７１の各前面が連なって表示部Ｈ１の略
全体を覆う意匠面が形成され、表示窓口２０Ａの開口全体に１つの大きな意匠面を構成す
るようになるから、インパクトのある演出を行なうことが可能であり、遊技者に有利な特
定条件の成立に対する期待度を高めることができる。
【００４９】
〔変更例〕
　本発明に係る遊技機は、実施例に例示の形態に限らず種々の変更が可能である。
（１）実施例では、可動体として第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４にお
ける第１～第４の各装飾部材４３,５３,６１,７１の４つで、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ
１の略全体を前側から視認不能に覆う形態を例示したが、可動体の配設数は４つに限定さ
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（２）実施例では、第１可動演出装置Ｍ１および第２可動演出装置Ｍ２は、上下に隣接す
る上ユニット４０,５０および下ユニット４１,５１から構成したものを例示したが、各々
単一のユニットとして構成されたものであってもよい。
（３）表示部Ｈ１の第２表示領域Ｈ１ｂの表示情報を視認可能とする開口部６４を、設置
部材３０の設置壁部３１における下板部３８に配設した第３可動演出装置Ｍ３の第３装飾
部材６１に設けた場合を例示したが、第２表示領域Ｈ１ｂを設定する位置により、別の可
動演出装置に設けるようにしてもよい。例えば、第２表示領域Ｈ１ｂを表示部Ｈ１の上縁
近傍に設定する場合には、第４可動演出装置Ｍ４の第４装飾部材７１に開口部６４を設け
るようにし、第２表示領域Ｈ１ｂを表示部Ｈ１の左縁近傍に設定する場合には、第１可動
演出装置Ｍ１の第４装飾部材４３に開口部６４を設けるようにし、第２表示領域Ｈ１ｂを
表示部Ｈ１の右縁近傍に設定する場合には、第３可動演出装置Ｍ３の第３装飾部材７１に
開口部６４を設けるようにすればよい。
（４）第３可動演出装置Ｍ３の第３装飾部材６１に設けられる開口部６４は、第３駆動モ
ータ６２Ａを収容するものでなければ、第３装飾部材６１の下端に開口する形状ではなく
、該第３装飾部材６１の前後にのみ開口する形態としてもよい。また、開口部６４の配設
位置は、第３装飾部材６１の下端に隣接する部位以外の部位、例えば上端に隣接する部位
や左端または右端に隣接する部位や、該第３装飾部材６１の中央部位において、前後に開
口するように形成したものであってもよい。更に、開口部６４の開口形状は、円形、楕円
形、三角形や四角形等の多角形等であってもよく、楕円形や多角形の場合は、横長や縦長
、または左上がりまたは右上がりの傾斜状に形成したものであってもよい。
（５）実施例では、統括制御基板により、第１表示領域Ｈ１ａの表示情報を第２表示領域
Ｈ１ｂに表示するようにする場合を例示したが、該第２表示領域Ｈ１ｂへの表示情報の表
示は、主制御基板またはその他の基板で行なうようにしてもよい。
（６）実施例では、遊技機としてのパチンコ機を示したが、遊技機はパチンコ機に限られ
るものではなく、アレンジボール機やスロットマシン等であってもよい。
【００５０】
　遊技機については、実施例から以下の技術的思想を把握することができる。
(付記)
　請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機において、
　前記表示部(H1)は矩形状に形成され、上下左右の各縁部から中央部側に向けて進退移動
する４つの前記可動体(43,53,61,71)を備え、
　４つの可動体(43,53,61,71)が第２位置に移動した集合状態で、前記表示部(H1)の略全
体が前側から視認不能に覆われるよう構成した。
　付記の発明によれば、表示部を画成する４つの縁部から夫々可動体が中央部側に移動し
て表示部を覆うので、インパクトのある演出ができる。
【符号の説明】
【００５１】
１０ 遊技領域，４３ 第１装飾部材(可動体)，５３ 第２装飾部材(可動体)
６１ 第３装飾部材(可動体)，６２Ａ 第３駆動モータ(駆動手段)，６４ 開口部
７１ 第４装飾部材(可動体)，Ｄ 遊技盤，Ｈ 図柄表示装置(表示装置)，
Ｈ１ 表示部，Ｈ１ａ 第１表示領域，Ｈ１ｂ 第２表示領域
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